
- 1 -

○
国
土
交
通
省
令
第

号

倉
庫
業
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
第
七

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
六
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
倉
庫
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年

月

日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

倉
庫
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

倉
庫
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
を
行
う
地
方
運
輸
局

３

令
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
を
行
う

長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

倉
庫
業
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

一

倉
庫
業
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
三
条
、
法
第
四
条
第
一
項
、
法
第
五
条
、
法
第
六
条
第
一
項
、
同
条
第
二

）
第
三
条
、
法
第
四
条
第
一
項
、
法
第
五
条
、
法
第
六
条
第
一
項
、
同
条
第
二

項
（
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七

項
（
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七

条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
条
第
一
項
第
三

条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
条
第
一
項
第
三

号
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
法
第
十
三
条

号
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
法
第
十
三
条

第
一
項
、
同
条
第
四
項
（
法
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
一
項
、
同
条
第
四
項
（
法
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
法
第
十
五
条
、
法
第
十
七
条
第
三
項
、
法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第

む
。
）
、
法
第
十
五
条
、
法
第
十
七
条
第
三
項
、
法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第

二
項
、
法
第
二
十
条
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
、
法
第
二
十
二
条
並
び
に
法
第

二
項
、
法
第
二
十
条
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
、
法
第
二
十
二
条
並
び
に
法
第

二
十
四
条
に
規
定
す
る
権
限
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄

二
十
四
条
並
び
に
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
に
あ
つ

す
る
地
方
運
輸
局
長
（
以
下
「
所
轄
地
方
運
輸
局
長
」
と
い
う
。
）

て
は
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
以
下
「
所
轄

地
方
運
輸
局
長
」
と
い
う
。
）

二

法
第
七
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
及
び
法
第

二

法
第
七
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
及
び
法
第

六
条
、
法
第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第

六
条
に
規
定
す
る
権
限
、
法
第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限
（

二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
並
び
に
法
第
十
二

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る

条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
に
あ
つ
て
は
、
当
該
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

場
合
を
除
く
。
）
並
び
に
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
並
び
に
第
二

地
方
運
輸
局
長

十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限
に
あ
つ
て
は
、
当
該
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
地
方
運
輸
局
長

三

法
第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項(

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
係
る
場
合
に
限

三

法
第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項(

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
係
る
場
合
に
限

る
。)

に
規
定
す
る
権
限
に
あ
つ
て
は
、
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

る
。)
に
規
定
す
る
権
限
並
び
に
第
二
十
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す

地
方
運
輸
局
長

る
権
限
に
あ
つ
て
は
、
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）
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（
削
る
）

八

第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
に
あ
つ
て
は
、
当
該
届
出
に
係
る
料

金
の
適
用
さ
れ
る
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長(

当
該
料
金
の

適
用
さ
れ
る
倉
庫
の
所
在
地
が
二
以
上
の
地
方
運
輸
局(

運
輸
監
理
部
を
含
む

。
以
下
同
じ
。)

の
管
轄
区
域(

近
畿
運
輸
局
に
あ
つ
て
は
、
神
戸
運
輸
監
理
部

の
管
轄
区
域
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)

に
わ
た
る
と
き
は
、
所
轄
地
方
運
輸
局

長)

（
書
類
の
経
由
等
）

（
書
類
の
経
由
等
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
二
十
四
条
第
一
項
の
届
出
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
に
す
る
も
の
は
、
当
該

３

第
二
十
四
条
第
一
項
の
届
出
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
に
す
る
も
の
は
、
当
該

届
出
に
係
る
料
金
の
適
用
さ
れ
る
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
を

届
出
に
係
る
料
金
の
適
用
さ
れ
る
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
を

経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
倉
庫
の
所
在
地
が
二
以
上
の

経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
倉
庫
の
所
在
地
が
二
以
上
の

地
方
運
輸
局
（
運
輸
監
理
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
轄
区
域
（
近
畿
運
輸

地
方
運
輸
局
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
所
轄
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て

局
に
あ
つ
て
は
、
神
戸
運
輸
監
理
部
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
わ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
る
と
き
は
、
所
轄
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

第
一
条
の
三

次
に
掲
げ
る
申
請
、
届
出
又
は
報
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申

第
一
条
の
三

次
に
掲
げ
る
申
請
、
届
出
又
は
報
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申

請
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
地
方
運
輸
局
長
に
す
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定

請
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
地
方
運
輸
局
長
に
す
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
運
輸
支
局
等
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
長
を
経
由
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

め
る
運
輸
支
局
等
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
長
を
経
由
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
七
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
三
項
の
届
出
（
法
第
四
条
第
一
項
第
一

二

法
第
七
条
第
一
項
の
申
請
、
同
条
第
三
項
の
届
出
（
法
第
四
条
第
一
項
第
一

号
並
び
に
第
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
、
第

号
並
び
に
第
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
及
び

四
条
の
三
第
一
項
の
確
認
の
申
請
及
び
第
二
十
四
条
第
四
項
の
届
出

当
該
倉

第
二
十
四
条
第
四
項
の
届
出

当
該
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
運
輸
支
局
等

庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
運
輸
支
局
等

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
野
積
倉
庫
）

（
野
積
倉
庫
）
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第
三
条
の
七

（
略
）

第
三
条
の
七

（
略
）

２

野
積
倉
庫
に
係
る
施
設
設
備
基
準
は
、
第
三
条
の
三
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

２

野
積
倉
庫
に
係
る
施
設
設
備
基
準
は
、
第
三
条
の
三
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
防
犯
上
有
効
な
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三

国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
照
明
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
水
面
倉
庫
）

（
水
面
倉
庫
）

第
三
条
の
八

（
略
）

第
三
条
の
八

（
略
）

２

水
面
倉
庫
に
係
る
施
設
設
備
基
準
は
、
第
三
条
の
三
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

２

水
面
倉
庫
に
係
る
施
設
設
備
基
準
は
、
第
三
条
の
三
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
防
犯
上
有
効
な
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三

国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
照
明
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

（
危
険
品
倉
庫
）

（
危
険
品
倉
庫
）

第
三
条
の
十

危
険
品
倉
庫
は
、
別
表
に
掲
げ
る
第
七
類
物
品
、
危
険
物
（
消
防
法

第
三
条
の
十

危
険
品
倉
庫
は
、
別
表
に
掲
げ
る
第
七
類
物
品
を
保
管
す
る
倉
庫
と

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
七
項
の
危
険
物
を
い
う
。
同

す
る
。

表
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
同
法
第
九
条
の
四
第
一
項
の
指
定
数
量
未
満
の
も
の
に

限
る
。
）
又
は
高
圧
ガ
ス
（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四

号
）
第
二
条
の
高
圧
ガ
ス
を
い
う
。
同
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
同
法
第
三
条
第

一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
保
管
す
る
倉
庫
と
す
る
。

（
変
更
登
録
の
申
請
等
）

（
変
更
登
録
の
申
請
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
倉
庫
に
つ

（
新
設
）

い
て
、
法
第
四
条
第
一
項
の
登
録
若
し
く
は
法
第
七
条
第
一
項
の
変
更
登
録
が
過

去
二
年
以
内
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
又
は
第
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
有
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効
な
確
認
書
が
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
申
請
の
際
に
提
出

さ
れ
た
書
類
（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
内
容
に
変
更
が
な

い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
示
す
こ
と
を
も
つ
て
当
該
書
類
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
地
方
運
輸
局
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
書
類
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
登
録
の
申
請
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係

（
新
設
）

る
倉
庫
の
施
設
及
び
設
備
は
、
当
該
変
更
登
録
に
お
い
て
、
第
四
条
の
三
第
一
項

の
特
定
施
設
設
備
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
倉
庫
の
基
準
適
合
確
認
）

第
四
条
の
三

倉
庫
の
所
有
者
は
、
当
該
倉
庫
の
施
設
及
び
設
備
が
第
三
条
の
三
か

（
新
設
）

ら
第
三
条
の
十
二
ま
で
に
定
め
る
施
設
設
備
基
準
（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も

の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
施
設
設
備
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
、
当
該
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
確
認
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
確
認
申
請
書
を
前
項
の
地
方
運
輸
局
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
国
土
交
通
大

臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
地
方
運
輸
局
長
は
、
同
項
の
確
認
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て

、
当
該
倉
庫
の
施
設
及
び
設
備
が
特
定
施
設
設
備
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
と
き
は
、
確
認
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
確
認
書
の
有
効
期
間
は
、
二
年
と
す
る
。

６

第
一
項
の
地
方
運
輸
局
長
は
、
同
項
の
確
認
を
受
け
た
倉
庫
に
つ
い
て
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
確
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る

。一

当
該
倉
庫
の
施
設
又
は
設
備
が
特
定
施
設
設
備
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と

認
め
る
と
き
。

二

当
該
倉
庫
の
所
有
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
当
該
確
認
を
受
け
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た
と
き
。

（
料
金
の
届
出
等
）

（
料
金
の
届
出
等
）

第
二
十
四
条

倉
庫
業
者
は
、
そ
の
営
業
に
係
る
倉
庫
保
管
料
及
び
倉
庫
荷
役
料
そ

第
二
十
四
条

倉
庫
業
者
は
、
そ
の
営
業
に
係
る
倉
庫
保
管
料
及
び
倉
庫
荷
役
料
そ

の
他
の
営
業
に
関
す
る
料
金
を
定
め
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
料
金
の
設
定
又
は

の
他
の
営
業
に
関
す
る
料
金
を
定
め
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
料
金
の
設
定
又
は

変
更
後
三
十
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
倉
庫
料
金
届
出
書
を
、

変
更
後
三
十
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
倉
庫
料
金
届
出

国
土
交
通
大
臣
が
登
録
の
権
限
を
有
す
る
倉
庫
業
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
国
土

書
を
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

交
通
大
臣
に
、
地
方
運
輸
局
長
が
登
録
の
権
限
を
有
す
る
倉
庫
業
に
係
る
場
合
に

あ
つ
て
は
当
該
料
金
の
適
用
さ
れ
る
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長

（
当
該
料
金
の
適
用
さ
れ
る
倉
庫
の
所
在
地
が
二
以
上
の
地
方
運
輸
局
の
管
轄
区

域
に
わ
た
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
所
轄
地
方
運
輸
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

倉
庫
業
者
（
法
人
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
役
員
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
日

２

倉
庫
業
者
（
法
人
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
役
員
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
日

か
ら
三
十
日
以
内
に
、
氏
名
等
及
び
変
更
に
係
る
役
員
の
氏
名
を
記
載
し
た
役
員

か
ら
三
十
日
以
内
に
、
氏
名
等
及
び
変
更
に
係
る
役
員
の
氏
名
を
記
載
し
た
役
員

変
更
届
出
書
に
、
当
該
変
更
に
係
る
役
員
が
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
旨
の
宣
誓

変
更
届
出
書
に
、
当
該
変
更
に
係
る
役
員
が
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
旨
の
宣
誓

書
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
所
轄
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

発
券
倉
庫
業
者
は
、
第
十
条
第
二
項
第
四
号
の
倉
庫
証
券
の
様
式
を
変
更
を
し

３

発
券
倉
庫
業
者
は
、
第
十
条
第
二
項
第
四
号
の
倉
庫
証
券
の
様
式
を
変
更
を
し

た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
氏
名
等
を
記
載
し
た
倉
庫
証
券
様
式

た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
氏
名
等
を
記
載
し
た
倉
庫
証
券
様
式

変
更
届
出
書
に
、
新
旧
倉
庫
証
券
の
様
式
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
所
轄
地
方
運
輸

変
更
届
出
書
に
、
新
旧
倉
庫
証
券
の
様
式
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
地
方
運
輸
局
長

局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

倉
庫
業
者
は
、
そ
の
営
業
に
使
用
す
る
倉
庫
の
火
災
、
損
壊
そ
の
他
倉
庫
に
関

４

倉
庫
業
者
は
、
そ
の
営
業
に
使
用
す
る
倉
庫
の
火
災
、
損
壊
そ
の
他
倉
庫
に
関

す
る
重
大
な
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
故
の
発
生
後
二
週
間

す
る
重
大
な
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
故
の
発
生
後
二
週
間

以
内
に
、
氏
名
等
及
び
発
生
し
た
事
故
の
概
要
を
記
載
し
た
事
故
届
出
書
を
当
該

以
内
に
、
氏
名
等
及
び
発
生
し
た
事
故
の
概
要
を
記
載
し
た
事
故
届
出
書
を
地
方

倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

倉
庫
業
者
は
、
毎
四
半
期
（
四
月
を
起
算
月
と
す
る
毎
三
箇
月
を
一
の
四
半
期

５

倉
庫
業
者
は
、
毎
四
半
期
（
四
月
を
起
算
月
と
す
る
毎
三
箇
月
を
一
の
四
半
期

と
す
る
。
）
ご
と
の
期
末
倉
庫
使
用
状
況
を
記
載
し
た
期
末
倉
庫
使
用
状
況
報
告

と
す
る
。
）
ご
と
の
期
末
倉
庫
使
用
状
況
を
記
載
し
た
期
末
倉
庫
使
用
状
況
報
告

書(

第
八
号
様
式)

並
び
に
受
寄
物
入
出
庫
高
及
び
保
管
残
高
を
記
載
し
た
受
寄
物

書(

第
八
号
様
式)

並
び
に
受
寄
物
入
出
庫
高
及
び
保
管
残
高
を
記
載
し
た
受
寄
物

入
出
庫
高
及
び
保
管
残
高
報
告
書(

第
九
号
様
式)

を
、
当
該
四
半
期
の
経
過
後
三

入
出
庫
高
及
び
保
管
残
高
報
告
書(

第
九
号
様
式)

を
、
当
該
四
半
期
の
経
過
後
三

十
日
以
内
に
当
該
倉
庫
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に

十
日
以
内
に
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

発
券
倉
庫
業
者
は
、
前
年
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
け

６

発
券
倉
庫
業
者
は
、
前
年
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
け

る
倉
庫
証
券
の
流
通
高
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
倉
庫
証
券
発
行
回
収
高
及
び

る
倉
庫
証
券
の
流
通
高
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
倉
庫
証
券
発
行
回
収
高
及
び

流
通
高
報
告
書
（
第
十
号
様
式
）
を
、
毎
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
当
該
発
券
倉
庫

流
通
高
報
告
書
（
第
十
号
様
式
）
を
、
毎
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
地
方
運
輸
局
長

業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

７

第
二
項
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
三
項
第
一
号
、
第
一
条
の
三
第
一
項

７

第
三
項
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
三
項
第
一
号
、
第
一
条
の
三
第
一
項

第
一
号
及
び
本
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
本
化
省
令
の
定
め
る
と
こ

第
一
号
及
び
本
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
本
化
省
令
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表

別
表

第
一
類
物
品
～
第
六
類
物
品

（
略
）

第
一
類
物
品
～
第
六
類
物
品

（
略
）

第
七
類
物
品

危
険
物
（
消
防
法
第
九
条
の
四
第
一
項
の
指
定
数
量
未
満
の
も
の
を

第
七
類
物
品

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
の
危
険
物

除
く
。
）
及
び
高
圧
ガ
ス
（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
三
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る

及
び
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
の
高
圧
ガ

も
の
を
除
く
。
）

ス

第
八
類
物
品

（
略
）

第
八
類
物
品

（
略
）
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


